
 

 

食育推進イメージ図及び根拠法令 
   富士見市では、『仮称 富士見市みんなで取り組む食育推進条例（案）』を策定することで、市民一人ひとり

が、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践できる

人間を育てる「食育」を推進することにより、健康で豊かな富士見市の実現と市民の生涯にわたる健康の

保持増進を目指します。 

 

 

 

  

 

市 民 

教育関係者（学校） 
子育て関連施設関係者（保育園など）等 

地 域 
保健関係医療者 

食品関連事業者 等 

職 場 

・健全な食生活の実践 

・地産地消の推進 
・安心安全な食料の生産・供給 
・消費者との交流 

家 

・食育教育の推進 

 

農業者 

・食育活動の推進 
・安心安全な食品の提供 
・情報提供 

・食育活動の推進 

・健全な食生活 

 

行 政 

・食育についての普及啓発 
・施策の策定 

根拠法令等 

国 

埼玉県 

富士見市 

健康増進法（平成１６年） 
第二次健康日本２１ 
（平成２５～３４年度） 

歯科口腔保健法（平成２３年） 
歯科口腔保健の推進に関する基本的事項  
（平成２４年２月） 

食育基本法（平成１７年） 
第二次食育推進計画 
（平成２３～２７年度） 

第二次健康埼玉２１ 
健康長寿計画 
（平成２５～２７年度） 

歯科口腔保健の推進に関する条例（平成２３年）  
歯科口腔保健推進計画 
（平成２５～２７年度） 

第二次食育推進計画 
（平成２５～２７年度） 

仮称 健康増進計画 
（平成２７年度策定予定） 

歯と口腔の生涯健康づくり条例
（平成２６年３月２５日） 
仮称 歯科口腔保健推進計画 
（平成２6 年度策定予定） 

仮称 食育推進条例 
（平成２６年度策定予定） 


